
簡易保険と生保4社の総資産（個人保険分野）との比較（2003年度末） 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 　
明
治
安
田
生
命 

　
日
本
生
命 

　
第
一
生
命 

　
住
友
生
命 

　
簡
易
保
険 

郵便貯金と都銀4行の個人預金残高との比較（2003年度末） 
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郵
政
民
営
化
に
あ
た
り
、 

　
私
た
ち
は「
公
正
な
競
争
」が 

　
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。 

　
郵
政
民
営
化
に
よ
り
、 

　
国
民
経
済
が 

　
活
性
化
す
る
こ
と
を
、 

　
私
た
ち
は
期
待
し
ま
す
。 

　
郵
政
民
営
化
に
は 

　「
公
正
な
競
争
」条
件
が 

　
必
要
で
す
。 

　
国
民
負
担
回
避
の
た
め
、 

　
規
模
の
縮
小
は 

　
欠
か
せ
ま
せ
ん
。 

　
事
業
間
の
リ
ス
ク
遮
断
、 

　
新
旧
勘
定
の 

　
分
離
徹
底
を
。 

　
私
た
ち
は
、今
後
と
も
、よ
り
充
実
し
た
商
品
、 

　
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

　
私
た
ち
は
、
郵
便
貯
金
や
簡
易
保
険
の
民
営
化
が 

　
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。民
間
市
場
で 

　
公
正
な
条
件
の
も
と
、競
争
が
一
段
と
促
さ
れ
れ
ば
、 

　
利
用
者
利
便
の
向
上
な
ど
国
民
経
済
の
活
性
化
が 

　
期
待
で
き
る
か
ら
で
す
。
現
在
、
郵
便
貯
金
、
簡
易 

　
保
険
は「
官
業
ゆ
え
の
特
典
」を
背
景
に
、合
わ
せ
て 

　
約
3
5
0
兆
円
の
規
模
に
ま
で
膨
ら
ん
で
い
ま
す
。 

　
民
間
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
網
な
ど
が
充
実
し
た 

　
今
日
、「
簡
易
で
確
実
な
少
額
貯
蓄
手
段
」「
簡
易
に 

　
利
用
で
き
る
生
命
保
険
」を
国
営
公
社
で
提
供
す
る 

　
意
義
は
、も
は
や
な
い
と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。 

　
官
業
ゆ
え
の
特
典
は
、 

　
見
え
な
い
国
民
負
担
に 

　
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
民
間
金
融
機
関
は
、
各
種
税
金
の
支
払
い
義
務
を 

　
負
う
と
と
も
に
、
預
金
保
険
制
度
や
保
険
契
約
者 

　
保
護
制
度
と
い
っ
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
た
め
の
費
用 

　
を
負
担
し
て
い
ま
す
。こ
れ
に
対
し
て
郵
便
貯
金
、簡
易 

　
保
険
は
こ
れ
ら
を
負
担
し
て
い
ま
せ
ん
。私
た
ち
民
間 

　
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い「
官
業
ゆ
え
の
特
典
」は
、 

　
こ
の
10
年
間
の
累
計（
1
9
9
4-

2
0
0
3
年
度
）で 

　
推
計
約
8
兆
円
に
も
上
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
特
典
は 

　「
見
え
な
い
国
民
負
担
」と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、民
営 

　
化
後
に
旧
勘
定
か
ら
生
ず
る
利
益
が
別
法
人
で
あ
る 

　
新
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、新
た
な
特
典
が 

　
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
現
在
の
規
模
の
ま
ま
民
営
化
さ
れ
た
場
合
、諸
外
国 

　
に
も
例
を
見
な
い
巨
大
な
金
融
機
関
、保
険
会
社
が 

　
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
、民
間
市
場
へ
の
円
滑
な
統
合 

　
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。ま
た
、こ
れ
だ
け 

　
規
模
が
大
き
い
と
、リ
ス
ク
管
理
も
容
易
で
は
な
く
、 

　
民
営
化
後
の
郵
便
貯
金
、簡
易
保
険
が
万
一
、経
営 

　
困
難
な
状
況
に
直
面
し
た
場
合
、金
融
シ
ス
テ
ム
安
定 

　
化
や
健
全
な
保
険
制
度
の
維
持
な
ど
の
た
め
、莫
大
な 

　
国
民
負
担
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た 

　
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、規
模
の
縮
小
は
欠
か
せ
ま 

　
せ
ん
。 

　
民
営
化
の
当
初
段
階
で
は
、郵
便
事
業
な
ど
と
金
融
・ 

　
保
険
事
業
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
想
定 

　
さ
れ
て
い
ま
す
が
、郵
便
事
業
な
ど
で
損
失
が
発
生 

　
し
た
場
合
、そ
の
影
響
が
郵
便
貯
金
、簡
易
保
険
に 

　
及
ぶ
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
事
態
を
回
避 

　
し
、リ
ス
ク
遮
断
・
利
用
者
保
護
を
徹
底
す
る
観
点 

　
か
ら
、郵
便
貯
金
、簡
易
保
険
の
株
式
は
で
き
る
限
り 

　
早
期
に
市
場
で
売
却
し
、完
全
な
意
味
で
の
民
営
化 

　
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。ま
た
、同
様
の
観
点 

　
か
ら
、民
営
化
以
前
の
政
府
保
証
が
付
い
た
旧
勘
定 

　
と
民
営
化
後
の
新
勘
定
と
は
明
確
に
分
離
し
て
管
理 

　
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

この広告に関するご意見はこちらへ。 http://www. zenginkyo.or.jp/（全国銀行協会）　http://www. seiho.or.jp/（生命保険協会） 

　「
公
正
な
競
争
」
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
郵
政 

　
民
営
化
の
正
し
い
道
筋
で
す
。そ
の
た
め
に
は
特
典
を 

　
廃
止
し
、民
営
化
後
の
郵
便
貯
金
、簡
易
保
険
を
民
間 

　
金
融
機
関
と
同
一
の
規
制
・
監
督
下
に
お
く
こ
と
が 

　
必
要
で
す
。ま
た
、
民
営
化
後
の
郵
便
貯
金
、
簡
易 

　
保
険
に
政
府
出
資
が
残
る
期
間
は
、暗
黙
の
政
府
保
証 

　（
万
一
、
何
か
経
営
上
の
問
題
が
起
き
て
も
政
府
が 

　
必
ず
救
済
し
て
く
れ
る
と
い
う
期
待
）が
生
じ
、こ
れ
が 

　「
公
正
な
競
争
」の
支
障
と
も
な
り
ま
す
。
政
府
出
資 

　
が
残
る
間
は
、業
務
範
囲
に
厳
格
な
制
限
を
設
け
る 

　
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。 
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